
RETIO.  2017.  4  NO.105

84

ͷ判例͔Βۙ࠷ ᾇʵݐのᘥᙪʵ

買主が、建物等に瑕疵があるとして、瑕疵
担保責任ຢは説明義務違反による不法行為に
基づき、売主に損害金等の支払を求めた事Ҋ
において、売主が悪意の建物やΤϨϕʔλʔ
内の水漏れに関しては、瑕疵担保責任期間短
縮特約のޮ力を否定して、売主の瑕疵担保責
任を認め、部交換のඞ要ੑがࢦఠされてい
たΤϨϕʔλʔの不۩合等については、ܦ年
相当等として瑕疵に該当しないとされた事例

ʢ౦ژ地ࡋ.ฏ28年１݄27日.一部認容.Τ
εトϩʔ・δϟύンʣ

1 　事案の概要

ฏ24年12݄23日、̭ʢݪ告・買主ʣは、
̮ʢඃ告・売主ʣとの間で、本件地建物に
つき、金２ԯԁ༨、̮の瑕疵担保責任期間
を引しから３か݄、·た、̮は付ଳ設උの
瑕疵担保責任をෛΘないとする売買契約を締
結し、ฏ25年２݄26日に金を支払い、
本件地建物の引しを受けたɻ

本件建物は、మےίンΫϦʔト３֊建ʢฏ
２年ஙʣで８戸のઐ有部分とंݿがあり、
̮は３֊の301号室にډ住していたもので、
売買契約にࡍし、̮はᶠに、301号室に雨漏
りがൃ生したことはないと告知したɻ

ಉ年３݄９日、̭は、本件建物のΫϩεや
চ等のுସえなͲのϦϑΥʔϜ工事を行った
্で、301号室にೖډしたが、ಉ年４݄30日
に出૭ఱ井のΫϩεுସえՕ所に、水による
γϛをൃݟし、仲介業者を通͡て̮に問を
ఠしたとこΖ、̮はಉ室にかつて水漏れがࢦ

あったことを明かしたɻ
ಉ年５݄23日、̭は、ΤϨϕʔλʔの点ݕ

業者から、ΤϨϕʔλʔのౝ内に水漏れがൃ
生しており、当該雨漏りはくともฏ22年
10݄から֬認されていたこと、ฏ24年12݄
の定期点ݕのࡍには、ܦ年ྼԽによる部交
換のඞ要ੑがࢦఠされていたことをฉいたɻ

̭は、ฏ26年１݄こΖ、23ສԁ༨を支出
し、ΤϨϕʔλʔのܦ年ྼԽしていた部を
交換したɻ

ฏ26年１݄ʙ２݄に、̭は、210ສԁを
支出し、301号室の出૭նりの水工事、Τ
Ϩϕʔλʔ室のิम工事、্શ体の水工
事等を、·た、301号室の出૭については、
ಉ年６݄に࠶γϛがൃ生したことから、ಉ
年８݄こΖ、210ສԁ༨を支出し、建物֎น
のิम工事を行なったɻ

̭は、̮より告知のなかった下記の瑕疵に
つき、̮は瑕疵担保責任、ຢは説明義務違反
による不法行為責任をෛ͏として、計542ສ
ԁ༨の損害賠償をもとめఏ訴したɻ
ᶃ301号室・ΤϨϕʔλʔの水漏れ工事費用
ᶄΤϨϕʔλʔ不۩合による部交換費用等
ᶅ使用期ݶ切れの消Րثのऔସ費用
ᶆறं場置のόΠΫ等のఫڈ費用
ᶇ地্σδλル์送Ҡ行にࡍし設置したΞ

ンςφの設置費用ɻ
これに対し̮は、瑕疵担保責任期間短縮特

約により除ੱ期間をܦաしている、̭は̮よ
り保क࡞業ใ告書を受ྖしており、ΤϨϕʔ
λʔに関しࢦఠの瑕疵はӅれたものとはいえ

ചओ͕ѱҙのᘥᙪʹ͖ͭɺᘥᙪ୲อ期ؒॖಛʹΑ
Δ໔৴ٛʹͱΔͱͯ͠ɺ୲อΛೝ༰ͨ͠ྫࣄ

（౦ژ地判 ฏ2�・1・2� エストϩー・ジϟύン）　室岡.彰
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ない、なͲとして̭の主ுを否定したɻ

2 　判ܾの要ࢫ

判所は、次のよ͏に判ࣔして、̭の̮にࡋ
対する瑕疵担保責任に基づく請求の͏ͪ、水
漏れに関しての請求は認容したが、ͦのଞの
請求は棄却したɻ

301号室は、売買契約から間もないฏ25
年４݄30日に、出૭ఱ井のΫϩεுସえՕ所
に、水によるγϛがൃ生していることが֬認
されたのであるから、売買契約࣌点に水漏れ
がൃ生する瑕疵がଘࡏしていたとߟえられ、
Ӆれた瑕疵に当たると認められるから、̮は
瑕疵担保責任をෛ͏きであるɻ

̮は契約࣌点に、ಉ水漏れがଘࡏすること
を認ࣝしていたとߟえるのが合理తであるか
ら、̮は契約締結に当たり、ಉ室の水漏れの
事࣮を知りながら、̭に告知しなかったこと
になり、̮を瑕疵担保責任の除ੱ期間を短縮
する期間੍ݶ特約により免責することは、信
義にஶしくもとるものであり、悪意の売主に
つき瑕疵担保責任免責特約のޮ力を否定する
ຽ法572条の法意にরらし、ڐされないとい
͏きであるɻ

̭は、ฏ25年４݄30日にಉ水漏れを認ࣝ
し、ฏ25年２݄25日にఏ訴したことから、
̭の請求が除ੱ期間により͛られることは
ないɻ·た、ΤϨϕʔλʔの水漏れがൃ生す
るӅれた瑕疵についてもಉ༷であるɻ

ΤϨϕʔλʔは、売買契約の当ܦ、࣌年ྼ
Խにより部交換がඞ要なঢ়ଶにあった事࣮
が認められるが、̭の部交換前も支োなく
使用できていたことなͲを౿·えると、本件
建物の瑕疵に当たると·ではߟえく、̮の
瑕疵担保責任や説明義務違反が問となるこ
ともないとい͏きであるɻ

建物内の消Րث及び置物は、建物の一部
でないため、売買契約に基づく瑕疵担保責任

が問となる༨地はなく、一ݟして認ࣝしಘ
るので、̮の説明義務違反が問となるとも
えいɻ·た、̭は、地্σδλル์送ߟ
への切ସえςεト࣌、ςϨϏ視ௌができなか
った点を瑕疵と主ுするが、社会通೦্、損
害賠償責任を基ૅ付ける瑕疵として問とさ
れるきものであるとはߟえられないɻ

ᶠは、ΤϨϕʔλʔの水漏れ等の対Ԡに、
্શ体に水工事をし、210ສԁを支出し
たが、্水λΠルのഁ損をݪҼとする漏
水への対ॲとしてはඞ要範囲をえる部分が
ؚ·れるとߟえられ、্શ体とΤϨϕʔλ
ʔ部分のׂ合なͲにかΜがΈ、ಉ水漏れと相
当ҼՌ関のある損害ֹは105ສԁとΈるの
が相当であるɻ

·た、̭は301号室の水漏れ等の対Ԡにも、
建物֎นの一໘શ体のิम工事費用210ສԁ
༨を支出したが、֓Ͷ１� ４に当たる54ສԁ
のݶで相当ҼՌ関のある損害とΈるき
であり、̭の損害ֹ合計は159ສԁとなるɻ

� 　まとΊ

本件は、売主が瑕疵を知っているにもかか
Θらͣ告͛なかった場合の典ܕతな事例であ
り、媒介業者が、売主に売却物件のঢ়گにつ
いて告知してもら͏ࡍに、売主の瑕疵担保責
任を説明するのにߟࢀになるとࢥΘれるɻ

·た、設උ等の瑕疵の判அについても、設
උ保क事業者から部交換がඞ要とのࢦఠが
あっても、ͦれがଈ瑕疵とݴえるものではな
く、部交換前も支োなく使用できたことか
ら、ܦ年ྼԽ相当として瑕疵を認めなかった
本件判அは、設උに関する瑕疵についてٙ義
が生͡たࡍのߟࢀにもなるものとࢥΘれるɻ

（調査研究部調査）
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